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Ⅰ はじめに 

１． 改定にあたって 

区では、「次世代育成支援対策推進法」の制定に伴い、平成１７年３月に「世田谷区

特定事業主行動計画」を策定し、次世代育成のための様々な環境整備に取り組んでき

たところである。 

平成２７年８月２８日に「女性活躍推進法」が成立し、区は、新たに「女性活躍推進法」

の特定事業主行動計画を策定し、女性の活躍の推進に関する取組みを行うことになっ

た。策定にあたっては、「次世代育成支援対策推進法」に基づく特定事業主行動計画

である世田谷区特定事業主行動計画と一体的な計画として扱うことにしたため、この度、

計画を改定することとする。 

 

＜これまでの経過＞ 

・平成１５年７月～次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境 

整備のために社会全体で取り組んでいくことを目的として、「次世代育成支援対策 

推進法」が成立 

・平成１７年３月～「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「世田谷区特定事業主 

行動計画」（計画期間：平成１７年度～２１年度）を策定 

・平成２２年３月～「世田谷区特定事業主行動計画」（計画期間：平成２２年度～２６年 

度） 

 ・平成２７年４月～「世田谷区特定事業主行動計画」（計画期間：平成２７年度～３１年

度）    

 

２． 計画期間 

  本計画の計画期間は、平成３２年３月までとする。 

 

３． 計画の基本的な視点 

⑴職員の仕事と生活の調和の推進 

平成２２年６月に改定された国の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

においては、仕事と生活の調和した社会の実現に向け、職場の意識や職場風土の改

革と併せ、働き方の改革に取り組むことが必要とされている。 

やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育てや介護

の時間、家庭・地域・自己啓発等にかかる個人の時間等の健康で豊かな生活のための
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時間を確保し、仕事と生活の調和の実現を図っていくとの視点に立った取組を推進し

ていく。 

 

⑵職員の仕事と子育ての両立の推進 

子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立を図るこ

とができるようにするという観点から、次世代育成支援対策を実施することが必要であり、

特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組を推進していく。 

 

(3)女性職員の職業生活における活躍の推進 

  女性職員の個性と能力が十分に発揮され、働きやすく、ますます活躍できるような環

境づくりが必要であり、女性の採用・登用の拡大や職業生活と家庭生活の両立を図っ

ていくとの視点に立った取組を推進していく。 
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Ⅱ 具体的な取組み 

１．妊娠中及び出産後における配慮 

⑴母体の保護及び母体の健康保持のために設けられている特別休暇制度、並びに

経済的支援に関する措置について、庁内公開サイト、福利厚生ハンドブック、共済ハ

ンドブックを活用し、職員に対する周知徹底を図る。 

 

【特別休暇】 

妊娠・出産休暇 出産に際して母体を保護することを目的とする休暇。期間は、産前産後を通

じて、１６週間以内（多胎妊娠の場合は２４週間以内）。妊娠に伴う病的な

障害で休養を必要とし、１週間を超えて静養を要する場合、妊娠・出産休暇

を分離して先行取得することができる（１週間を単位として２週間まで）。 

妊娠初期休暇 妊娠初期において、妊娠に起因するつわり等の諸症状のために勤務に服す

ることが困難な女性職員に対する母体保護の充実を図ることを目的とする休

暇。１回の妊娠について１回、日を単位として引き続く７日以内（週休日・休

日含む）。 

母子保健健診休暇 妊産婦職員の母体保護の観点から、母子保健法の規定に基づく医師、助

産師又は保健師（以下「医師等」という。）の健康診査又は保健指導を受け

るための時間を確保することを目的とする休暇。妊娠の週数等に応じて、概

ね次の回数の範囲内で付与する。また、ア～ウにおいて、これを上回る医師

等の指示があった場合には、いずれもその指示回数とする。 

ア 母子健康手帳の交付を受けてから妊娠２３週まで ４週間に１回 

イ 妊娠２４週から３５週まで ２週間に１回 

ウ 妊娠３６週から出産まで １週間に１回 

エ 産後１年まで 医師の指示回数 

妊婦通勤時間 母体及び胎児保護の観点から、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交

通機関の混雑が著しく、通常の出勤時・退庁時に通勤することが好ましくな

いと認められる場合に取得できる。時間は、勤務時間の始めと終わりのそれ

ぞれ３０分もしくは一方のみ６０分。 

 

【職務専念義務免除】 

妊娠中の休憩に関する

措置 

保健指導又は健康診査に基づき、勤務の負担が妊娠の経過に影響を及

ぼすとして、医師等により休憩に関する措置について、指導を受けた場合、

勤務時間の中途において、医師等の指示に基づき、必要と認められる時間

の勤務を免除する。 

 



  4  
  

妊娠中又は出産後の症

状等に対応する措置 

保健指導又は健康診査に基づき、医師等により妊娠中又は出産後の症状

に対して、勤務時間の短縮措置を講ずる旨の指導を受けた場合、当該指

導に基づき必要と認められる時間の勤務を免除する（他の規定により勤務し

ないことを承認されている時間との合計が４時間を超える場合には、その超え

た時間については給与の減額の免除をすることができない）。 

 

【経済的支援に関する措置】 

出産費・家族出産費 東京都職員共済組合（以下「共済組合」という）の組合員、被扶養者として

認定された家族が出産したときに支給される。法定給付として定額４２万円

又は４０万４千円、附加給付として定額５万円。 

出産祝金 世田谷区職員互助会（以下「互助会」という）の会員または配偶者が出産

したとき、１万円が支給される。 

妊娠・出産休暇中の共

済組合の掛金免除 

妊娠・出産休暇期間中は、共済組合の掛金（長期掛金・短期掛金・福祉

掛金・介護掛金）が免除される。 

 

⑵管理職は、重量物を取り扱う業務をさせないなど、妊娠中の職員の健康や安全に

配慮するとともに、必要に応じて、妊娠中の職員の業務分担を見直す。また、本人の

希望に応じ、超過勤務・深夜勤務を命じないようにする。 

 

２．育児に係る休暇制度等の取得促進 
⑴育児に係る休暇等の制度及び経済的支援に関する措置について、庁内公開サ

イト等を活用し、職員に対する周知徹底を図り、職員の取得推進に努める。 

 

【育児休業等】 

育児休業 生後３歳に満たない子を養育するために休業することができる制度。父親と

母親が同一の子について同じ時期に育児休業をすることも可能。 

部分休業 育児休業制度の一形態。小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

職員について、必要と認められる勤務時間の一部について、勤務しないこと

ができる制度。１日を通じて２時間を上限。父親と母親が同一の子について

部分休業をすることも可能。 

育児短時間勤務 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児のための短時間

勤務を認める制度。官庁執務型職場の場合、４種類の勤務形態から選

択。父親と母親が同一の子について育児短時間勤務をすることも可能。 
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【特別休暇】 

出産支援休暇 配偶者の出産に伴い、その出産に係る子若しくは上の子（小学校就学前）

の養育、その他の家事補助又は官公署の届出を行うなどのための休暇。期

間は７日以内（時間単位の取得も可）。 

育児時間 生後１年３ヶ月に達しない子を育てる職員に対して、保育のために与えられる

休暇。１日につき、９０分以内。 

子の看護休暇 小学校３年生以下の学齢の子を養育する職員が、子の病気看護等を行う

場合に認められる休暇。当年度につき５日の範囲内（時間単位の取得も

可。また、複数の子を養育する場合は１０日。） 

 

【職務専念義務免除】 

妊娠中又は出産後の症

状等に対応する措置 

保健指導又は健康診査に基づき、医師等により妊娠中又は出産後の症状

に対して、勤務時間の短縮措置を講ずる旨の指導を受けた場合、当該指

導に基づき必要と認められる時間の勤務を免除する（他の規定により勤務し

ないことを承認されている時間との合計が４時間を超える場合には、その超え

た時間については給与の減額の免除をすることができない）。 

 

【その他制度】 

育児又は介護を行う職

員の早出遅出勤務 

育児又は介護を行う職員が請求した場合において、公務の運営に支障が

ないと認めるときは、当該職員の勤務時間の基本の割振り（午前８時３０分

～午後５時１５分）を４種類の勤務時間のいずれかに変更することができる。 

 

【経済的支援に関する措置】 

共済組合の育児休業手

当金 

育児休業中の職員に対して、１歳に達する日（要件により２歳）まで、１日あ

たり、育児休業開始時から１８０日に達するまでの期間は、標準報酬日額

×６７／１００、それ以降は、標準報酬日額×５０／１００に相当する額が支

給される。 

育児休業等期間中の共

済組合の掛金免除 

育児休業期間中は、共済組合の掛金（長期掛金・短期掛金・福祉掛金・

介護掛金）が免除される。部分休業期間中または育児短時間勤務期間中

は、共済組合の長期掛金が、給料の減額に応じて減額される。 

 

⑵管理職は、育児休業等を取得しやすい意識を職場内で醸成するとともに、育児

休業中の職員と定期的に面談するなどして育児休業後に復帰する職員の不安緩和

に努める。 

⑶育児休業中の職員に対して、職場からの電話・郵便等の方法により、庁内情報の

定期的な提供を行う。 
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３．男性の子育て目的の休暇の取得促進 
出産支援休暇、部分休業等について、庁内公開サイト等を活用し、職員に対する周

知徹底を図り、男性職員の取得促進に努める。 

 

４．ワーク・ライフ・バランスを踏まえたキャリア形成 
⑴出産や育児といったライフイベントが昇任への障壁となっているケースがある。一

人ひとりのライフイベントを踏まえた昇任制度の見直しを特別区で連携をとりながら

検討する。 

⑵子育てと仕事を両立している職員のロールモデルを庁内に紹介していく。また、キ

ャリア形成に関する研修の実施等を通じて、ライフイベントを含めたキャリアプランを

考える機会を設ける。 

⑶管理職は、職員のライフイベントを踏まえつつ、昇任選考受験の勧奨等を行い、

職員の昇任意欲向上を図る。 

 

５．超過勤務の縮減 

⑴育児または介護を行う職員の超過勤務の制限 

３歳に満たない子を養育する職員が希望した場合、原則として超過勤務を命じな 

いようにする。 

⑵ワーク・ライフ・バランス デー（一斉定時退庁日）の実施 

原則として、毎週水曜日を「ワーク・ライフ・バランス デー（一斉定時退庁日）」に定

める。緊急時を除き、管理職の率先垂範により確実に実施する。 

⑶事務の効率化の推進 

事務処理のマニュアル化・ＩＴ化・外部委託の推進等により事務の合理化、簡素化

を図る。 

⑷超過勤務の縮減のための意識啓発等 

職員の健康管理とワーク・ライフ・バランスの推進のためには、職員の勤務時間の

適正管理が不可欠であることを全庁に向けて通知し、管理職を含む職員への意識啓

発を図る。また、超過勤務実績の多かった所属に対して超過勤務改善報告書を提出

させる。 

 

６．年次有給休暇の取得の促進 
⑴年次有給休暇の計画的取得の促進 

管理職は、職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有給休暇の

取得を指導する。 

⑵連続休暇等の取得の促進 

週休日と連続する月・金の年次有給休暇の取得、国民の祝日・夏季休暇と連続す
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る年次有給休暇の取得、家族の誕生日等の記念日や授業参観日における年次有給

休暇の取得の促進を図る。また、ゴールデンウィークやお盆期間には会議をなるべく

計画しないこととする。 

 

７．人事異動上の配慮等 
⑴管理職は、日頃のコミュニケーションやヒアリング等を通じて、職員の保育や介護の

状況等を把握する。人事異動において、職員の保育や介護の状況等に可能な範囲

で配慮していく。 

⑵育児休業を取得する職員の職場への代替職員（非常勤職員を含む）の配置を着

実に実施する。 

 

８．固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組み 
男女共同参画に関する研修や職場のハラスメント防止に関する研修を通じて、固定

的な性別役割分担意識等の是正についての職員の理解・知識を深め、快適な職場環

境の維持・向上を図る。 
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Ⅲ 計画の目標・評価 

１．計画目標 

 本計画期間中の計画目標として、４つの項目について具体的な目標値を掲げることと

する。 

 

計画目標 目標値 

1 出産支援休暇の取得率 ９０％ 

2 男性の育児休業取得 ３０人 

3 
職員１人あたりの年間平均超過勤務時間が１８０時間を 

超える職場の数 

－１０％ 
（前年比） 

4 職員１人あたりの年次有給休暇の取得 １３０時間以上 

５ 管理監督的立場における女性職員の割合 ３７％以上 

 

２．実績数値（女性の職業選択に資する情報の公表） ※令和元年８月公表 

 
 
 

 

※②及び⑤～⑨は平成２８年３月公表以降追加した項目。 

 

 
 

 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

80.0% 87.9% 89.7% 82.5% 87.2% 88.1% 73.7% 75.0% 84.3% 82.3% 90.0% 78.0% 84.8% 80.0%

男性職員 1.6% 10.2% 8.8% 12.7% 17.3%

女性職員 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

34 29 28 32 34 26 26 32 44 50 58 73 82 77

－ -15% -3% 14% 6% － 0% 23% 38% 14% 16% 26% 12% -6%

124.8 128.8 137.6 133.6 121.7 118.6 114.7 113.2 113.2 113.9 117.8 118.2 117.5 117.6

⑤女性職員の割合 51.5% 51.4% 51.8% 51.9% 52.0%

54.3% 45.5% 44.8% 52.4% 55.2%

男性職員 19年9月 17年6月 17年4月 17年2月 16年9月

女性職員 18年1月 17年5月 17年3月 17年2月 16年8月

84.2 91.6 96.7 105.1 107.4

部長級 9.3% 18.2% 25.0% 23.3% 18.2%

課長級 22.1% 19.9% 18.4% 21.4% 21.9%

管理職合計 19.3% 19.5% 19.9% 21.8% 21.1%

係長級 36.6% 37.2% 37.8% 36.8% 38.5%

管理・監督者合計 33.9% 34.4% 35.0% 34.4% 35.7%

－

①出産支援休暇の取得率

④職員一人当りの年次有給休暇の平均取得時間
（一般職員（再任用除く））

②男女別の育休取得率
－

－

－

－

－

⑨各役職段階の職員の
女性割合

⑦継続勤務年数の男女差
（在職中である職員の平均)

⑧超過勤務の平均時間（年間）
（各月の値については表２のとおり）

⑥女性職員の採用割合

③職員一人当りの平均超過勤務時間180時間超職場数

（係・事業所単位）

（前年度比）

－

－

－

－

－

－

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
9.9 10.3 8.0 7.7 7.2 8.8 10.0 9.1 7.9 8.1 9.3 11.0 107.4

平成30年度の超過勤務の平均時間（各月）

表２ 

表１ 



  9  
  

３．推進・評価の体制 
⑴本計画の内容について、庁内公開サイト等を活用し、職員に対する周知徹底を図

る。 

⑵本計画の実施状況を年度ごとに点検し、必要に応じて計画の見直しを行う。 


